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● 耐震改修事例　その８
ワンルームマンションの耐震診断・大規模修繕

（前編）
　このマンションは新宿２丁目に立地し、新宿通りに面

して建つ都市型マンションで、１９８１年５月に建築確認

された鉄骨鉄筋コンクリート造、地上１１階建て９８戸の

分譲共同住宅である。１階は店舗が５区画入っている。

オートロック式エントランスドアーの新設やエレベー

ターなどは更新され、建物は良好に管理されていた。

　土地柄ワンルームタイプの住戸が多く、居住者は建物

管理に無関心な人が多いが、管理組合理事会は元地権者

など大口の区分所有者で構成され、建物管理に積極的な

人達である。

　この建物は建築基準法が改正される直前に建設された

旧耐震建物である。

　２０１３年に管理組合は新宿区の耐震化支援事業の耐震

アドバイザー派遣を申し込んだ。

　２０１４年に、ＪＡＳＯの建築・構造・設備技術者が「簡

易耐震診断」を実施した。

　この診断で、建築担当者は、建築基準法によるチェッ

クを行い、精密診断を行うことを薦め、設備技術者は高

置水槽が大地震時に被害の恐れがあり、増圧直結給水方

式に改修することを勧めた。

　管理組合は総会で耐震精密診断を行うことを決議し、

２０１５年７月にＪＡＳＯと耐震診断業務契約を締結した。

　建物の構造的特徴は１階から１１階まで全層が鉄骨鉄筋

コンクリート造で、１階から６階までが普通コンクリー

ト、７階から１１階までが軽量コンクリートが使用されて

いた。

　コア抜き調査の結果、全層でコンクリートは設計強度

を上回り、中性化の進行も少なかった。

　診断結果は、Ｉｓ値が０．６９以上あり、所定の耐震性能

を有していることが判定された。

　この要因の一つは、柱に内蔵されている鉄骨材が充腹

形で鉄骨量が多かったことによる。

　また、建物は住戸面積が少ないワンルームタイプの住

戸で多く構成され、壁量が多く強度も大きかったことが

挙げられる。

　すなわち、都心部のワンルームタイプの建物は住戸面

積が狭く、住戸を区画する戸境壁が多く、必然的に壁量

が増え、耐震壁とカウントできる壁が多くなり、これが

耐震上有利に働いた。

　２０１６年２月に管理組合は東京都耐震マークを取得

し、エントランスホールに掲示した。　　

　アドバイザー派遣から精密診断まで３年を要し、新耐

震並みの耐震性能が判定された。

　この建物は２０１１年３月に発生した東日本大震災で震

度５程の揺れを受け、共用廊下の各階壁にひび割れが多

く発生し、貯湯式電気温水器から漏湯し、更に上層階で

鋼製玄関扉が開閉しなくなる被害が発生していた。管理

組合はそれら被害に対し個別に対応していた。

　前回大規模修繕工事より１８年が経過し、計画的な修

繕が行われていなかった。

　２０１６年、管理組合は第２回大規模修繕に向け、コン

サルタント選定に着手した。

　第１回大規模修繕を施工した建装工業とその工事監理

をした伊藤忠アーバンコミュニティー（管理会社）とＵＲＤ

建築再生総合設計協同組合がエントリーし、業務提案を

した。

　ＵＲＤは高置水槽の撤去と増圧直結方式による給水管

の更新、及び建築仕上材、二次部材などの綜合的劣化調

査業務を提案した。

　管理組合はＵＲＤと業務委託契約を締結した。

　ファミリー向け住宅団地の大規模修繕を手掛けてきた

私達にとって、都心のワンルームマンションの大規模修繕

は初めての経験で、貴重な教訓が得られた。ファミリーマ

ンションとワンルームの違いは次回に詳細に報告したい。

　建築設備の堀尾氏が給水設備の修繕計画・設計を担当

し、建築担当者が調査診断修繕計画・設計業務を進めて

いる間に、給水設備工事に着工し、工事を完了した。

（つづく）
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ＵＲＤ・建築再生総合設計協同組合・管理建築士。

建築家がメンテナンスを手がけることなど考えられなかった

時代から「改修」に携わり、30 年以上にわたって同分野を

開拓し続けてきたパイオニア。

連載　第８１回連載　第８１回

建物全景、１階は店舗（5区画）、2～ 11 階が居住階


